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インターネットと著作権法

• 平成２０年以降の改正は、ほぼ全てネット対応

平成２１年：検索、サムネイル、ＤＬ違法化
平成２４年：写り込み等
平成２６年：出版権の電子書籍への拡大
平成３０年：柔軟な権利制限、教育利用での権利制限拡大
令和２年：リーチサイト規制、ＤＬ違法化、写り込み拡大

対抗制度の導入
令和３年：図書館資料の公衆送信（権利制限の拡大）
令和５年：新たな裁定制度の創設、立法・行政における著作物
の公衆送信等、損害賠償額の算定方法の見直し



図書館資料の公衆送信（令和３年改正）



国立国会図書館の「個人向けデジタル化資料送信サービス」 本年５月スタート
https://www.ndl.go.jp/jp/use/digital_transmission/individuals_index.html

特定図書館等からの「図書館資料公衆送信サービス」２０２３年５月までに実施

国会図書館収蔵資料

国会図書館デジタルコレクション

複写・遠隔複写サービス対象資料

図書館向けデジタル
化資料送信サービス

個人向けデジタル化
資料送信サービス

図書館資料公衆送信サービス（予定）

３１条１項

３１条２項

入手可能資料

３１条６項によるデジタル保存

３１条７項によるILL

３１条８項

https://www.ndl.go.jp/jp/use/digital_transmission/individuals_index.html


国等の周知資料
全部の公衆送信が権
利者の利益を不当に

害しないもの
著作物の種類（公衆送信状況を含む）、用
途、図書館からの公衆送信態様に照らし、

権利者の利益を不当に害する場合

特定図書館等からの「図書館資料公衆送信サービス」

図書館で利用可能な資料

図書館資料

全部送信可能 著作物の一部送信





３１条２項 ３１条１項 ３５条

利用機関 特定図書館等 図書館等 教育機関

対象資料 図書館資料 図書館資料 限定なし

目的 調査研究 調査研究 授業の過程での利用

補償金 最終利用者負担 なし （一部の公衆送信利用
について）設置者負担

分配対象権利者 著作権者、２号出版権
者

なし 著作権者

利用範囲 （現在協議中） 原則一部、雑誌等バッ
クナンバーは著作物全
部

必要と認められる限度

対象除外 （現在協議中） 楽譜、地図、写真集、
画集、雑誌最新号

学参、ドリル等

制度比較



知財計画２０２２より



知財計画２０２３より















知財計画２０２３より





利用権に対する対抗制度の導入

今回導入される制度は
「利用許諾に係る利用方法及び利用条件に従って著作物を利用すること
ができるという点について対抗を可能とする制度をさし、自分以外の者
には利用を行わせないという点（独占性）の対抗を可能とするものでは
ないものとして検討を行う」（著作権分科会報告書）
という考え方によるものである。

このため独占的ライセンシーであっても、みずからの利用が継続できる
のであれば、権利の譲受人が第三者に非独占的ライセンスを付与するこ
とが可能となる。

このため、現在
①独占的ライセンスの対抗制度の導入
②独占的ライセンシーに対し差止請求権を付与する制度の導入
について、検討が行われている。



法改正が出版契約に与える影響

• 当然対抗制度について

出版権は実質的に著作権の一部譲渡と評価できる。
↓
出版権を設定し登録したとしても、出版権設定前からの利用許
諾は存続する。

出版権設定後登録前に許諾された利用権はどうなるのか？
利用権者からのサブライセンスはどう保護されるのか？

いくつか実務上の疑問点は存在する→裁判例を待つしかない？
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